
○

一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

第
六
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り

第
六
条

（
同
上
）

振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
各

省
各
庁
の
長
は
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
日
に
加
え
て
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に

お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に

２

（
同
上
）

お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り

振
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ

い
て
は
、
一
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時

間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も

の
と
す
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
（
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
及

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

び
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
別
表
第
七
研
究
職
俸
給

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
こ
れ
に
類
す
る
職
員
を
含
む
。
）

い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り

又
は
同
法
別
表
第
十
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は

る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
始
業
及
び

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ

終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の

ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
能
率
の
向
上
に
資
す
る

内
で
週
を
単
位
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
（
次
項
に

と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院

お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条

規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間

間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ

を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
、
週
休
日

（
新
設
）

並
び
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
、
職
員
の
申
告
を
考

慮
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員



の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る

こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
単
位
期
間
ご
と
の

期
間
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職

員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

子
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母

そ
の
他
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
第
二
十
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人

事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員

と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

（
週
休
日
の
振
替
等
）

（
週
休
日
の
振
替
等
）

第
八
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
に
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は

第
八
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
に
第
六
条
第
一
項
又
は
前
条

第
四
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い

の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る

て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
人

こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め

事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
条
第
二
項
か
ら
第

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前

四
項
ま
で
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ

条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の

た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う

条
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
院
規
則
で

ち
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に

定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤

変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤

務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命

務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当

ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る

該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
四
時
間
を
当
該

勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
四
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振

勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間

る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る

を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る

こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。



（
休
憩
時
間
）

（
休
憩
時
間
）

第
九
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

第
九
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項

、
第
七
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場

、
第
七
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場

合
に
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時
間

合
に
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時
間

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
常
の
勤
務
場
所
を
離
れ
て
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
）

（
通
常
の
勤
務
場
所
を
離
れ
て
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
）

第
十
条

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
条
又
は
第
八

第
十
条

第
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
七
条
又
は
第
八

条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
「
勤

条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
「
勤

務
日
等
」
と
い
う
。
）
に
通
常
の
勤
務
場
所
を
離
れ
る
勤
務
の

務
日
等
」
と
い
う
。
）
に
通
常
の
勤
務
場
所
を
離
れ
る
勤
務
の

う
ち
研
修
そ
の
他
の
勤
務
す
る
時
間
帯
が
定
め
ら
れ
る
勤
務
で

う
ち
研
修
そ
の
他
の
勤
務
す
る
時
間
帯
が
定
め
ら
れ
る
勤
務
で

人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は

人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は

、
当
該
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
割

、
当
該
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
割

り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
と
み
な
す
。

り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
と
み
な
す
。

（
船
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
）

（
船
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
）

第
十
一
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
（
再
任

第
十
一
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
（
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
人
事
院
と
協
議

用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
人
事
院
と
協
議

し
て
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た

し
て
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た

り
一
時
間
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る
こ

り
一
時
間
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
本
文
、
第

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
本
文
及
び

三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

第
三
項
並
び
に
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

い
て
は
、
第
六
条
第
二
項
本
文
中
「
七
時
間
四
十
五
分
」
と
あ

第
六
条
第
二
項
本
文
中
「
七
時
間
四
十
五
分
」
と
あ
る
の
は
「

る
の
は
「
七
時
間
四
十
五
分
に
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
延
長

七
時
間
四
十
五
分
に
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
時
間

し
た
時
間
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
各
省
各

の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
各
省
各
庁
の
長
が

庁
の
長
が
定
め
る
時
間
を
加
え
た
時
間
」
と
、
同
条
第
三
項
及

定
め
る
時
間
を
加
え
た
時
間
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
に

び
第
四
項
中
「
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ
り
、
並
び

規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ
り
、
及
び
第
七
条
第
二
項
中
「
第

に
第
七
条
第
二
項
中
「
第
五
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ

五
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
の
規

る
の
は
「
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
後
の
勤
務
時

定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
」
と
、
同
項
た
だ
し
書

間
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
同
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」

中
「
同
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
の
規



と
あ
る
の
は
「
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
後
の
勤
務
時

定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
」
と
す
る
。

間
」
と
す
る
。

第
十
二
条

船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も

第
十
二
条

船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も

の
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
が
第
六
条
第
二
項
か

の
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
が
第
六
条
第
二
項
若

ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時

し
く
は
第
三
項
、
第
七
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時

間
が
割
り
振
ら
れ
た
時
間
以
外
の
時
間
に
人
命
を
救
助
す
る
た

間
が
割
り
振
ら
れ
た
時
間
以
外
の
時
間
に
人
命
を
救
助
す
る
た

め
緊
急
を
要
す
る
作
業
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
作
業

め
緊
急
を
要
す
る
作
業
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
作
業

に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
第
五
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
勤

に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
第
五
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
勤

務
時
間
の
ほ
か
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
時
間
は
、
当
該
職
員

務
時
間
の
ほ
か
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
時
間
は
、
当
該
職
員

の
勤
務
時
間
と
す
る
。

の
勤
務
時
間
と
す
る
。

（
超
勤
代
休
時
間
）

（
超
勤
代
休
時
間
）

第
十
三
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

第
十
三
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条

関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
超
過
勤
務
手
当

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き
職
員
に

を
支
給
す
べ
き
職
員
に
対
し
て
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ

対
し
て
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
超
過

ろ
に
よ
り
、
当
該
超
過
勤
務
手
当
の
一
部
の
支
給
に
代
わ
る
措

勤
務
手
当
の
一
部
の
支
給
に
代
わ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
べ
き

置
の
対
象
と
な
る
べ
き
時
間
（
以
下
「
超
勤
代
休
時
間
」
と
い

時
間
（
以
下
「
超
勤
代
休
時
間
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
人
事

う
。
）
と
し
て
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務

院
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等
（
第
十
五
条
第
一

日
等
（
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
代
休
日
を
除

項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
代
休
日
を
除
く
。
）
に
割
り
振
ら
れ

く
。
）
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定

た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

（
介
護
休
暇
）

（
介
護
休
暇
）

第
二
十
条

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
で
負
傷
、
疾
病
又

第
二
十
条

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が

は
老
齢
に
よ
り
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休

他
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り

暇
と
す
る
。

人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に

支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が



相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）



○

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
法
の
特
例
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
法
の
特
例
）

第
十
六
条

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
法
の
規
定

第
十
六
条

（
同
上
）

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
与
法
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

第
九
条
の

勤
務
時
間
法

育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に

第
九
条
の

勤
務
時
間
法

育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に

二
第
四
項

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間

二
第
四
項

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間

、
第
十
六

法

、
第
十
七

法

条
第
三
項

条
及
び
第

、
第
十
七

十
九
条
の

条
及
び
第

三
第
一
項

十
九
条
の

三
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
勤
務
時
間
法
の
特
例
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
勤
務
時
間
法
の
特
例
）

第
十
七
条

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
勤
務
時
間
法
の

第
十
七
条

（
同
上
）

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
勤
務
時

間
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

第
六
条
第

次
項

以
下
こ
の
条

第
六
条
第

こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該

三
項

三
項

職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
で

で
き
る

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
週
間

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
場

ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育

合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
ご
と

児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
い
、

の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

時
間
勤
務
の
内
容
に
従
い
、
勤
務

る

時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る

第
六
条
第

次
に
掲
げ
る
職

次
に
掲
げ
る
職
員
（
育
児
短
時
間

四
項

員

勤
務
職
員
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
削
る
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
矯
正
医
官
の
兼
業
及
び

勤
務
時
間
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
十
九
条
の
二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
矯
正
医
官

の
兼
業
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
育
児
休
業
法
」
と

い
う
。
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時

間
法
第
六
条
第
二
項
」
と
、
「
勤
務
時
間
法
第
五
条
」
と
あ
る

の
は
「
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
勤
務
時
間
法
第
五
条
」
と
、
「
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の



は
「
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
矯
正
医
官
が
育
児
休
業

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
育
児
短
時
間
勤

務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤

務
の
内
容
に
従
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
」
と

す
る
。

（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
法
の
特
例
）

（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
法
の
特
例
）

第
二
十
四
条

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
法
の

第
二
十
四
条

（
同
上
）

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
与
法

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

第
九
条
の

勤
務
時
間
法

育
児
休
業
法
第
二
十
五
条
の
規
定

第
九
条
の

勤
務
時
間
法

育
児
休
業
法
第
二
十
五
条
の
規
定

二
第
四
項

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時

二
第
四
項

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時

、
第
十
六

間
法

、
第
十
七

間
法

条
第
三
項

条
及
び
第

、
第
十
七

十
九
条
の

条
及
び
第

三
第
一
項

十
九
条
の

三
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）



○

改
正
法
案
附
則
第
五
条
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
職
の
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
読
替
表
（
附
則
第
五
条
関
係
）

読

替

後

読

替

前

（
一
週
間
の
勤
務
時
間
）

（
一
週
間
の
勤
務
時
間
）

第
五
条

職
員
の
勤
務
時
間
は
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
当
た
り

第
五
条

職
員
の
勤
務
時
間
は
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
当
た
り

三
十
八
時
間
四
十
五
分
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休

三
十
八
時
間
四
十
五
分
と
す
る
。

業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以

下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
以

下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
一
週
間
当
た
り
の
勤

務
時
間
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
い

、
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
。

２

国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五

２

国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時

間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休

」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休

憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時

憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時

間
ま
で
の
範
囲
内
で
、
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
。

間
ま
で
の
範
囲
内
で
、
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
。

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

第
六
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

第
六
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
省
各
庁
の

な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
省
各
庁
の

長
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該

長
は
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
日
に
加

育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
い
、
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
、
月
曜

え
て
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を

日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
も
の

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い

て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の

て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
週
間

と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
週



ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な

間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え

い
範
囲
内
で
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
い
、
勤
務
時
間

な
い
範
囲
内
で
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割

り
振
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
と
し
て
人
事
院
規

り
振
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
と
し
て
人
事
院
規

則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く

則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
始
業
及
び
終
業
の

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
始
業
及
び
終
業
の

時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を

時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は

割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は

、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を

よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を

単
位
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

単
位
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
単
位

「
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る

期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時

勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と

間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る

る
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児

短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る

。
４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
、
週
休
日
並
び

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
週
休
日
並
び
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に

に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
第
一

つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に

項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、

加
え
て
当
該
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
職
員
の
勤
務
時
間

及
び
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支

を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に

障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か

は
、
同
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
規
則
の
定

わ
ら
ず
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
単
位
期
間
ご
と
の
期

経
て
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休

間
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員
の
週

日
に
加
え
て
当
該
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き

休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間

と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る

を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

。一

子
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

一

子
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に



お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
院

お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
院

規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

）
の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

第
七
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別
の

第
七
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別
の

形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
条
第

形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
週
休
日
及
び
勤
務
時
間

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
週
休
日
及
び
勤
務
時
間

の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間

の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
の
週
休
日
（
育
児
短
時
間

よ
り
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
以
上
で

員
に
あ
っ
て
は
、
八
日
以
上
）
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
期
間

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
）
を
設
け
、
及
び

に
つ
き
第
五
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
を

当
該
期
間
に
つ
き
第
五
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
（
当
該
育
児
短
時

割
り
振
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当

間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
っ

該
官
庁
の
特
殊
の
必
要
に
よ
り
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日

た
勤
務
時
間
）
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
け
れ
ば
な

（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
八
日
以
上
）
の
週
休
日

ら
な
い
。
た
だ
し
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
官
庁
の
特
殊
の
必
要

を
設
け
、
又
は
当
該
期
間
に
つ
き
同
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の

る
よ
う
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
職
員
に
つ
い

内
容
）
に
よ
り
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
（
育
児
短
時
間

て
、
人
事
院
と
協
議
し
て
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
八
日
以
上
）
の
週
休
日
を
設
け
、
又
は
当

、
五
十
二
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上

該
期
間
に
つ
き
同
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時

の
割
合
で
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き
同
条
に
規
定
す

間
を
割
り
振
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
、
人
事
院
と
協

る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
は
、
こ

議
し
て
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
五
十
二
週
間
を

の
限
り
で
な
い
。

超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
週
休
日

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
五
十
二
週
間
を
超
え
な
い

期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
当
該
育
児
短
時
間

勤
務
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
）
を
設
け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き

同
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
（
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ

て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
っ
た
勤
務
時
間
）
と
な



る
よ
う
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
船
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
）

（
船
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
）

第
十
一
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
（
育
児
短
時

第
十
一
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
（
再
任
用
短

間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
人
事
院
と
協
議
し
て
、
第
五

時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
人
事
院
と
協
議
し
て
、
第

条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た
り
一
時
間
十
五
分

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た
り
一
時
間
十
五

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

分
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第

場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に

七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
二
項
本
文
中

第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
二
項
本
文

「
七
時
間
四
十
五
分
」
と
あ
る
の
は
「
七
時
間
四
十
五
分
に
第
十
一

中
「
七
時
間
四
十
五
分
」
と
あ
る
の
は
「
七
時
間
四
十
五
分
に
第
十

条
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
時
間
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内

一
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
時
間
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲

に
お
い
て
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
時
間
を
加
え
た
時
間
」
と
、
同

内
に
お
い
て
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
時
間
を
加
え
た
時
間
」
と
、

条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ
り

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ

、
並
び
に
第
七
条
第
二
項
中
「
第
五
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と

り
、
並
び
に
第
七
条
第
二
項
中
「
第
五
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」

あ
る
の
は
「
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間

と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
後
の
勤
務
時

」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
同
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ
る

間
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
同
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ

の
は
「
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
」
と
す
る

る
の
は
「
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
」
と
す

。

る
。

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
）

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
）

第
十
三
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一

第
十
三
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一

条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間

条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間

」
と
い
う
。
）
以
外
の
時
間
に
お
い
て
、
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支

」
と
い
う
。
）
以
外
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
設
備
等
の
保
全
、
外

障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
場

部
と
の
連
絡
及
び
文
書
の
収
受
を
目
的
と
す
る
勤
務
そ
の
他
の
人
事

合
に
限
り
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
設
備
等
の
保
全
、
外
部
と
の

院
規
則
で
定
め
る
断
続
的
な
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

連
絡
及
び
文
書
の
収
受
を
目
的
と
す
る
勤
務
そ
の
他
の
人
事
院
規
則

き
る
。

で
定
め
る
断
続
的
な
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る

め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
場
合
に
限
り
、
正
規

場
合
に
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
前
項

の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
前
項

に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。



。（
年
次
休
暇
）

（
年
次
休
暇
）

第
十
七
条

年
次
休
暇
は
、
一
の
年
ご
と
に
お
け
る
休
暇
と
し
、
そ
の

第
十
七
条

年
次
休
暇
は
、
一
の
年
ご
と
に
お
け
る
休
暇
と
し
、
そ
の

日
数
は
、
一
の
年
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

日
数
は
、
一
の
年
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数
と
す
る
。

応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数
と
す
る
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

二
十
日
（
育

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

二
十
日
（
再

児
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を

慮
し
二
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
数

考
慮
し
二
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日

）

数
）

二

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
年
の
中
途

二

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
年
の
中
途

に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
り
、
又
は
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に

に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
り
、
又
は
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に

よ
り
退
職
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

そ
の
年
の
在
職
期
間
等
を
考

よ
り
退
職
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

そ
の
年
の
在
職
期
間
等
を
考

慮
し
二
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
数

慮
し
二
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
数

三

当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一

三

当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人

年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人

の
職
員
、
特
別
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
又
は
沖

の
職
員
、
特
別
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
又
は
沖

縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
若
し
く
は

縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
若
し
く
は

事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
の
う
ち
人
事
院
規
則
で
定
め

事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
の
う
ち
人
事
院
規
則
で
定
め

る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
行
政
執
行

る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
行
政
執
行

法
人
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
当

法
人
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
当

該
年
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
そ
の
他
人
事
院
規
則
で
定
め

該
年
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
そ
の
他
人
事
院
規
則
で
定
め

る
職
員

行
政
執
行
法
人
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
そ
の

る
職
員

行
政
執
行
法
人
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
そ
の

在
職
期
間
中
に
お
け
る
年
次
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
の
残
日
数
等

在
職
期
間
中
に
お
け
る
年
次
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
の
残
日
数
等

を
考
慮
し
、
二
十
日
に
次
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
数
を
加

を
考
慮
し
、
二
十
日
に
次
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
数
を
加

え
た
日
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
数

え
た
日
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
数

２

年
次
休
暇
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
を
除
く

２

年
次
休
暇
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
を
除
く

。
）
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
数
を
限
度
と
し
て
、
当
該
年
の

。
）
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
数
を
限
度
と
し
て
、
当
該
年
の

翌
年
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。

翌
年
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

年
次
休
暇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
期
に
つ
き
、
各
省
各
庁
の
長
の

３

年
次
休
暇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
期
に
つ
き
、
各
省
各
庁
の
長
の

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
省
各

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
省
各



庁
の
長
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
承

庁
の
長
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
承

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。




